
 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

     

 

 

 

      

 

 

 

      

 

  

 

  

  

 

令和６年度答申第３号

令和６年４月１９日

諮問番号 令和５年度諮問第８８号（令和６年３月２６日諮問）

審 査 庁 厚生労働大臣

事 件 名 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求却下処分に関する件

答 申 書

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。

結 論

本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、

妥当である。

理 由

第１ 事案の概要

本件は、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）が、父のＡ（以下

「父Ａ」という。）は軍人としての在職期間内の傷病により死亡したと主張し

て、Ｂ知事（以下「処分庁」という。）に対し、戦没者等の遺族に対する特別

弔慰金支給法（昭和４０年法律第１００号。以下「特別弔慰金支給法」とい

う。）３条本文の規定に基づき、父Ａに係る特別弔慰金の請求（以下「本件請

求」という。）をしたところ、処分庁が、父Ａは戦傷病者戦没者遺族等援護法

（昭和２７年法律第１２７号。以下「遺族援護法」という。）に規定する公務

上の傷病又は勤務に関連した傷病に起因して死亡したとは認められないとして、

本件請求を却下する処分（以下「本件却下処分」という。）をしたことから、

審査請求人がこれを不服として審査請求をした事案である。

１ 関係する法令の定め 

⑴ 特別弔慰金支給法関係

ア 特別弔慰金支給法３条本文は、戦没者等の遺族には、特別弔慰金を支
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給すると規定している。

イ 特別弔慰金支給法２条１項は、この法律において「戦没者等の遺族」

とは、死亡した者の死亡に関し、令和２年４月１日（以下「基準日」と

いう。）までに遺族援護法による弔慰金（以下「弔慰金」という。）を

受ける権利を取得した者をいう（ただし、当該死亡した者の死亡の当時

における配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の

事情にあつた者を含む。以下同じ。）で、同項各号のいずれかに該当す

るものを除く。）と規定し、同項２号には、弔慰金を受ける権利を取得

した後、基準日前に、遺族援護法３５条１項に規定する遺族以外の者と

婚姻をした配偶者（死亡した者と同じ氏を称していた配偶者で、その氏

を改めないで法律上の婚姻をしたものを除く。）が掲げられている。

ウ 特別弔慰金支給法２条３項は、弔慰金を受ける権利を取得した者が同

項各号のいずれかに該当する場合において、基準日に当該死亡した者の

子があるときは、当該死亡した者の子は、同条１項の規定の適用につい

ては、弔慰金を受ける権利を取得した者とみなすと規定し、同条３項１

号には基準日において死亡しているとき等が、同項２号には配偶者が同

条１項各号のいずれかに該当するときが掲げられている。 

⑵ 遺族援護法関係

ア 遺族援護法３４条１項は、昭和１２年７月７日以後における在職期間

内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和１６年１２月８

日以後において死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族には、

弔慰のため、弔慰金を支給すると規定し、同条２項は、前項の規定の適

用については、軍人軍属の在職期間内の勤務に関連する負傷又は疾病で

公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなすと

規定している。

イ 遺族援護法３５条１項は、弔慰金を受けるべき遺族の範囲は、死亡し

た者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及

びこれらの者以外の三親等内の親族（死亡した者の死亡の当時、その者

によって生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者に限る。）

とすると規定している。

ウ 遺族援護法３６条１項は、弔慰金を受けるべき遺族の順位は、配偶者

を第１順位、子を第２順位とすると規定している。

２ 事案の経緯
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各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は、以下のとおりである。 

⑴ 父Ａは、昭和１３年１２月２２日にＣ陸軍病院衛生兵として応召し、昭

和１５年１２月２４日に召集解除となったが、昭和１８年３月２６日に臨

時召集によりＤ第ａ部隊に入隊し、歩兵第ｂ聯隊等に転属となり、Ｅ地で

勤務していたところ、昭和２０年６月１日にＦ地で俘虜（捕虜）となり、

昭和２１年６月５日に復員完結（召集解除）となった。

（履歴書、歩兵第ｂ聯隊留守名簿、召集解除者名簿（俘虜）、Ｇ地送致復員

者連名簿、書籍「歩兵第ｂ聯隊史」、軍事郵便葉書） 

⑵ 審査請求人は、昭和２２年ｃ月ｄ日、父Ａと母のＨ（以下「母Ｈ」とい

う。）の間の長男として出生し、父Ａを筆頭者とする戸籍に入籍した。

（戸籍全部事項証明書（審査請求人）、除籍謄本（筆頭者：父Ａ）、改製原

戸籍謄本（筆頭者：母Ｈ）） 

⑶ 父Ａは、昭和２７年３月４日、本籍地（Ｉ地）で死亡した。

父Ａの死亡後も父Ａを筆頭者とする戸籍に在籍していた母Ｈは、昭和３

０年８月２２日、Ｊと妻の氏を称する婚姻をし、これにより、母Ｈを筆頭

者とする新戸籍が編成され、母Ｈは、父Ａを筆頭者とする戸籍から除籍さ

れて当該新戸籍に入籍し、Ｊ及び審査請求人も、当該新戸籍に入籍した。

母Ｈは、昭和６３年１０月５日、Ｋ地で死亡し、審査請求人は、平成５

年４月１５日、Ｊの養子となる縁組をした。

（除籍謄本（筆頭者：父Ａ）、改製原戸籍謄本（筆頭者：母Ｈ）、戸籍全部

事項証明書（審査請求人）） 

⑷ 審査請求人は、令和４年９月２７日、住所地のＬ町長を経由して、処分

庁に対し、特別弔慰金支給法３条本文の規定に基づき、父Ａに係る特別弔

慰金の請求（本件請求）をした。

（戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書） 

⑸ 処分庁は、令和５年１月６日付けで、審査請求人に対し、「死亡したＡ

様は、戦傷病者戦没者遺族等援護法に規定する公務又は勤務に関連した傷

病に起因して死亡したものとは認められません。したがいまして、戦没者

等の遺族に対する特別弔慰金支給法に規定する要件を満たしていないため、

請求者は特別弔慰金を受ける権利を有しません。」との理由を付して、本

件請求を却下する処分（本件却下処分）をした。

（却下通知書） 

⑹ 審査請求人は、令和５年２月８日、審査庁に対し、本件却下処分を不服
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として本件審査請求をした。

（審査請求書） 

⑺ 審査庁は、令和６年３月２６日、当審査会に対し、本件審査請求は棄却

すべきであるとして本件諮問をした。

（諮問書、諮問説明書）

３ 審査請求人の主張の要旨

以下の理由により、本件却下処分の取消しを求める。 

⑴ 審査請求書

「（父Ａは）Ｅ地よりやせこけて栄養失調で帰りお金もなく近くに医院

もないため自宅で療養しながら妻と農業をしていたがだんだん悪くなり国

立病院に入院するため山の木を売って入院し死去した。母がいつも言って

いた今まで何ももらっていないといつも言っていた。」 

⑵ 反論書

「（父Ａが）Ｅ地に行っていた証拠の品として（書籍「歩兵第ｂ聯隊

史」）を送ります、今までに国から何も頂いていません。」

第２ 諮問に係る審査庁の判断

１ 審査請求人が提出した戸籍によると、父Ａは昭和２７年３月４日に死亡し

ていること、審査請求人は父Ａの子であること、母Ｈは、父Ａの死亡後、昭

和３０年８月２２日にＪと妻の氏を称する婚姻をし、これにより母Ｈを筆頭

者とする新戸籍が編製されたこと、母Ｈは昭和６３年１０月５日に死亡して

いること及び審査請求人は、母Ｈの死亡後、平成５年４月１５日にＪの養子

となる縁組をしたことを確認することができる。

したがって、審査請求人は、特別弔慰金支給法２条の規定により、本件請

求について基準日（令和２年４月１日）における最先順位の遺族である。

なお、父Ａの死亡後における母ＨのＪとの再婚は、父Ａと同じ氏を称して

いた母Ｈがその氏を改めないで父Ａの遺族以外の者とした法律上の婚姻であ

るから、特別弔慰金支給法２条１項２号に規定する配偶者の除外事由に該当

しない。また、審査請求人が母Ｈの死亡後にＪの養子となったことも、特別

弔慰金支給法２条の適用に影響を与えるものではない。

２ 父Ａに関する処分庁保管の資料のうち、履歴書によると、父Ａは、昭和１

３年１２月２２日にＣ陸軍病院に応召し、昭和１５年１２月２４日に召集解

除となったが、昭和１８年３月２６日に臨時召集により陸軍に入隊し、昭和

２１年６月５日に復員完結（召集解除）となったことを確認することができ
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る。そして、審査請求人が提出した父Ａの写真、軍事郵便葉書及び書籍「歩

兵第ｂ聯隊史」からも、父Ａが軍人であったことを確認することができる。

しかし、これらの資料から、父Ａが軍人としての在職期間内に負傷し、又は

疾病にかかったことを確認することはできない。

また、審査庁保管の資料のうち、⑴歩兵第ｂ聯隊留守名簿には父Ａの本籍

地、留守担当者（住所、続柄、氏名）などの記載が、⑵召集解除者名簿（俘

虜）には部隊名、召集解除（年月日、場所）、本籍地、留守担当者（住所、

続柄、氏名）などの記載が、⑶Ｇ地送致復員者連名簿には所属部隊名、本籍

地、官等級のほか、父Ａが昭和２０年６月１日にＦ地において俘虜となった

との記載がされていることを確認することができるが、これらの資料からも、

父Ａが軍人としての在職期間内に負傷し、又は疾病にかかったことを確認す

ることはできない。

なお、死亡診断書によると、父Ａは、昭和２６年７月（日不詳）に死亡の

原因である胃癌を発病し、その後、昭和２７年３月４日に心衰弱により死亡

していることを確認することができるが、父Ａは、上記のとおり、昭和２１

年６月５日に召集解除となり、陸軍を退職しているから、胃癌の発病は、父

Ａが陸軍を退職した後である。

そして、遺族援護法に規定する弔慰金、遺族年金の裁定記録を調査したが、

父Ａの死亡に対して弔慰金、遺族年金が請求され、裁定されたことは確認す

ることができなかった。

３ 以上のとおり、父Ａは、軍人としての在職期間内に公務上又は勤務に関連

して負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡したとは認められないから、

審査請求人は、特別弔慰金支給法に基づく特別弔慰金の支給を受ける権利を

有していない。

したがって、本件却下処分は適正であり、本件審査請求は理由がないから

棄却すべきである。

なお、審理員意見書も、以上と同旨の理由を述べた上で、本件却下処分に

違法又は不当な点はなく、本件審査請求は理由がないから棄却すべきである

としている。

第３ 当審査会の判断

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

⑴ 一件記録によると、本件審査請求から本件諮問に至るまでの一連の手続

の経過は、次のとおりである。
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本件審査請求の受付 ：令和５年２月８日

審理員意見書の提出 ：同年８月４日

（本件審査請求の受付から約６か月）

本件諮問 ：令和６年３月２６日

（審理員意見書の提出から約７か月半、本件審

査請求の受付から約１年１か月半） 

⑵ そうすると、本件では、審査請求の受付から審理員意見書の提出までに

約６か月しか要していないが、審理員意見書の提出から諮問までに約７か

月半もの期間を要したため、審査請求の受付から諮問までに約１年１か月

半の期間を要している。審理員意見書の提出から諮問までに約７か月半も

の期間を要したのは、審査庁が、審理員意見書の提出を受けてから約６か

月半が経過してようやく、部内の関係部局に対し、物件（父Ａに係る旧陸

軍人事関係資料）の提出依頼をしたからである。しかし、本件では、父Ａ

の軍人としての在職期間における負傷又は疾病の有無が問題となっている

のであるから、審査庁としては、審理員意見書の内容を検討した後、速や

かに上記の物件の提出依頼をすべきであった。審査庁においては、審査請

求事件の進行管理の仕方を早急に見直す必要がある。 

⑶ 上記⑵で指摘した点以外では、本件審査請求から本件諮問に至るまでの

一連の手続に特段違法又は不当と認めるべき点はうかがわれない。

２ 本件却下処分の違法性又は不当性について 

⑴ 審査請求人は、本件請求について基準日における最先順位の遺族である

（上記第２の１）から、本件では、父Ａが軍人としての在職期間内に公務

上又は勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡したか

が問題となっている。 

⑵ まず、父Ａの軍人としての履歴をみてみると、処分庁保管の資料（履歴

書）、審査庁保管の旧陸軍人事関係資料（歩兵第ｂ聯隊留守名簿、召集解

除者名簿（俘虜）、Ｇ地送致復員者連名簿）及び審査請求人が提出した資

料（書籍「歩兵第ｂ聯隊史」、軍事郵便葉書）によれば、父Ａは、昭和１

３年１２月２２日に陸軍に応召し、昭和１５年１２月２４日に召集解除と

なったが、昭和１８年３月２６日に臨時召集により陸軍に入隊し、Ｅ地で

勤務していたところ、昭和２０年６月１日にＦ地において俘虜（捕虜）と

なり、昭和２１年６月５日に復員完結（召集解除）となった（上記第１の

２の⑴）ことが認められる。しかし、上記のいずれの資料にも、父Ａが軍

6 



 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

                  

               

                

人としての在職期間内に負傷し、又は疾病にかかったことを認めることが

できる記載はされていない。そして、その他の一件記録を精査しても、父

Ａが軍人としての在職期間内に負傷し、又は疾病にかかったことを認める

ことができる資料は見当たらない。 

⑶ 次に、父Ａの死亡の原因をみてみると、父Ａは、昭和２７年３月４日に

死亡している（上記第１の２の⑶）が、その死亡届に添付の死亡診断書に

よれば、死亡の原因（直接死因）は「心衰弱」であり、心衰弱の原因は

「胃癌」であること、そして、胃癌の発病年月日は「昭和２６年７月（日

不詳）」であることが認められる。

そうすると、父Ａは、上記⑵のとおり、昭和２１年６月５日に復員完結

（召集解除）により陸軍を退職しているから、それから５年余りが経過し

て発病した胃癌によって死亡したということになる。

したがって、父Ａは、軍人としての在職期間内に公務上又は勤務に関連

して負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡したとは認めることがで

きない。 

⑷ 上記⑵及び⑶で検討したところによれば、審査請求人は、遺族援護法３

４条１項に規定する遺族に該当せず、特別弔慰金支給法２条１項に規定す

る特別弔慰金の支給要件を満たしていないから、特別弔慰金を受ける権利

を有していない。

したがって、本件却下処分は、違法又は不当であるとはいえない。

３ まとめ

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの諮問

に係る審査庁の判断は、妥当である。

よって、結論記載のとおり答申する。

行政不服審査会 第１部会

委 員 原 優

委 員 野 口 貴 公 美

委 員 村 田 珠 美
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